
－記者発表資料－ 平成２２年１１月 ４日

四 国 地 方 整 備 局

総合評価落札方式における二段階選抜方式
の試行（工事概要）について

総合評価における二段階選抜方式は、まず、総合評価における技術者評価及び企業

評価において、優良な競争参加者を選抜し、選抜された競争参加者が、より優れた技

術提案を提出するインセンティブとなることで、工事の品質確保の向上を図るととも

に、競争参加者及び発注者双方の負担の軽減、並びに発注者側の技術審査に要する期

間の短縮を目的に「総合評価落札方式における二段階選抜方式」を試行します。

今回の試行は、四国地方整備局で初めての試行です。

【試行工事の概要】

・工事名 平成２２－２４年度 新仁淀川大橋上部第２工事

・工事場所 高知県高知市春野町弘岡上

・工事概要 国道５６号土佐市バイパスの一環で仁淀川を渡河する新仁淀川大橋の

上部工を施工（工事延長 １００ｍ）

・上部工形式 鋼４径間連続鋼床版箱桁橋

（Ｐ５－Ｐ６径間 Ｌ＝９９．０５ｍ）

・公告日 平成２２年１１月４日（開札：平成２３年１月２８日予定）

【今回試行する方式】

○加算点 ６０点【標準型（Ⅰ型）】

・技術提案（４０点）＋技術者評価、企業評価（２０点）＝６０点

＜選抜方法＞

○技術提案以外の項目（技術者評価、企業評価）を審査、評価した加算点が、技術

提案以外の項目の加算点満点（２０点）の５０％以上の競争参加者に対して技術

提案書の提出要請を行います。

○また、要件を満たす者が１０者に満たない場合は、本試行は実施せず、要件を満

たす全ての競争参加者に対して技術提案書の提出要請を行う。

○なお、技術提案以外の項目の加算点満点の５０％未満の競争参加者は、技術提案

書の提出要請は行わず、その後の本工事への参加は認めないこととします。

＜落札予定者の決定＞

○選抜した競争参加者が提出した技術提案の評価と、選抜時に評価した技術者評価、

企業評価及び施工体制評価点と価格により総合評価落札方式を行い、落札予定者

を決定します。

＜問合せ先＞ 国土交通省 四国地方整備局 TEL:(087)851-8061

技術開発調整官 恒石 和義 （内線3120）

技術管理課長 岡村 環 （内線3311）

技術管理課長補佐 坂井 剛 （内線3314）

                     　　　「公共工事の更なる品質向上を目指して」
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総合評価落札方式における二段階選抜方式の試行

公告・入札説明書交付

簡易型評価項目の提出

技術提案書の提出要請

【簡易型評価項目】

総合評価における二段階選抜方式は、まず、総合評価における技術者評価及び企業評価において、
優良な競争参加者を選抜し、選抜された競争参加者が、より優れた技術提案を提出するインセンティブ
となることで、工事の品質確保の向上を図るとともに、競争参加者及び発注者双方の負担の軽減、並び
に発注者側の技術審査に要する期間の短縮を目的に試行を行う。

競争参加資格確認通知

技術提案書の提出

１次選抜
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５０％以上獲得企

業を選抜）
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・本試行は、競争参加者が１０社以上の場合に適用し、満たない場合は、全ての申請
者に対し、競争参加資格の確認及び総合評価を実施

ヒアリング
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総合評価落札方式における二段階選抜方式の試行

本工事は、総合評価における技術提案以外の項目により、１次選抜を行う二段階選抜方式の試
行工事である。なお、選抜することにより適正な競争性が確保されないと判断した場合は、本試行
は実施しない。

二段階選抜方式として、申請書及び資料に基づき、技術提案以外の項目（配置予定技術者の工
事経験等、企業の施工実績等）を審査、評価した加算点が、技術提案以外の項目の加算点満点（２
０点）の５０％以上であること。

また、上記(1)から(4)及び(6)から(12）までの要件を満たす者が１０者に満たない場合は、本試行

は実施せず、要件を満たす全ての競争参加者に対して技術提案書の提出要請を行う。
なお、技術提案以外の項目の加算点満点の５０％未満の者は、技術提案書の提出要請は行わず、

その後の本工事への参加は認めない。

本工事は、平成２２年度の四国地方整備局における総合評価方式の実施方針に基づき総合的
に評価するものとする。

なお、二段階選抜方式に係る１次選抜における加算点の算出においては、（２）１．技術者評価及
び３）企業評価の項目について、評価点を評価基準に従って与え、各項目の評価点の合計点 の最

大の者に２０点、その他の者は按分し加算点を算出する。

【工事の実施形態】

【競争参加資格】

【総合評価落札方式に関する事項】

～入札説明書抜粋～



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（「政府調達に関する協定」適用外案件）に付します。

平成２２年１１月４日

支出負担行為担当官

四国地方整備局長 足立 敏之

1 工事概要

(1) 工事名 平成２２－２４年度 新仁淀川大橋上部第２工事

(2) 工事場所 高知県高知市春野町弘岡上

(3) 工事内容 工事延長 Ｌ＝１００ｍ

橋 長 Ｌ＝９９．０５ｍ（Ｐ５－Ｐ６径間）

上部工形式 鋼４径間連続鋼床版箱桁橋

(4) 工期 平成２４年５月３１日まで。

(5) 工事の実施形態

1) 本工事は、入札時に技術提案等（「鋼橋の製作時における品質向上を考慮した技

術提案」及び「鋼橋の防食性向上を考慮した技術提案」、配置予定技術者の工事経

験等、企業の施工実績等）の技術資料を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的

に評価し落札者を決定する総合評価落札方式（標準型）の適用工事である。

2) 本工事は、総合評価における技術提案以外の項目により、１次選抜を行う二段階

選抜方式の試行工事である。なお、選抜することにより適正な競争性が確保され

ないと判断した場合は、本試行は実施しない。

3) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後ＶＥ方式の試行工事

である。

4) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工

内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総

合評価方式の試行工事である。ただし、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165

号）（以下「予決令」という。）第８５条の基準が設定されている工事（予定価格

が１０００万円を超える工事）に限る。

5) 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。総価契約単価合意方式の

実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式（単価個別合意方式）によるこ

ととする。

(6) 本工事は、提出資料、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電

子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札に代えるものとす

る。

(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第1



04号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づ

けられた工事である。

2 競争参加資格

(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 四国地方整備局における平成２１・２２年度一般競争参加資格の内、「鋼橋上部

工事」の「Ａ等級」に認定されている者であること（会社更生法（平成14年法律第

154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11

年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手

続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の

再認定を受けていること。）かつ、当該鋼構造物を製作可能な工場を有しているこ

と。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(2)の再認定を受けた者を除

く。）でないこと。

(4) 平成８年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事の製作及び架設

の施工実績を有すること（経常建設共同企業体にあっては、構成員の１社が平成８

年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事の施工実績を有していれ

ばよい。）。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場

合のものに限る。

また、製作と架設が別契約の場合は、合わせて１件の工事と見なす。

（ア）道路橋（Ａ活荷重又はＢ活荷重）又は鉄道橋（モノレール及び新交通は除

く）であること。

（イ）橋梁型式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋であること。ただし、鋼床版

鈑桁橋は施工実績としてよい。

（ウ）最大支間長が３０ｍ以上であること。

ただし、上記（ア）～（ウ）は同一工事であること。

なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る実

績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が６５点未満のもの

を除く。

(5) 提出する技術提案が適正であること。

(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」

という。）を当該工事に専任で配置できること。なお、専任期間としては、現地で

の架設工事の作業期間とし、平成２３年１１月上旬から平成２４年５月下旬を予定

している。
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1) １級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

2) 平成８年度以降に、元請けとして同種工事（上記（4）に掲げる工事）の架設作

業に係る経験を有する者であること（共同企業体の構成員としての経験は、出資

比率が20％以上の場合のものに限る。）。ただし、経常建設共同企業体にあっては、

構成員のうち１社の配置予定技術者が平成８年度以降に元請けとして同種工事（上

記（4）に掲げる工事）の架設作業に係る経験を有していること。

なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る実

績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が６５点未満のもの

を除く。

3) 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、

その旨を明示することができる資料を添付すること。その明示がなされない場合

は入札に参加できないことがある。

4) 配置予定技術者は、建設業法第７条第２項及び第１５条第２項に定められた技

術者（営業所専任技術者）でないこと。ただし、本工事が専任を要しないもので、

特例措置を全て満足する場合はこの限りでない。

5) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

る者であること。

(7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料

（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の日までの期間に、四国地方整

備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和59年３月29日付け建設

省厚第91号）に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人

事面において関連がある建設業者でないこと。

(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又

は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除

く。)。

(10） 建設業法の鋼構造物工事の許可を有する者であること。

(11） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる

ものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続して

いる者でないこと。

(12) 四国地方整備局（港湾空港関係を除く。）において、元請けとして平成２０年

４月１日以降に完成した工事がある場合は、工事成績評定通知書による評定点の
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平均が過去２年度間連続で６０点未満でないこと。

(13) 二段階選抜方式として、申請書及び資料に基づき、技術提案以外の項目（配置

予定技術者の工事経験等、企業の施工実績等）を審査、評価した加算点が、技術提

案以外の項目の加算点満点（２０点）の５０％以上であること。

また、上記(1)から(4)及び(6)から(12）までの要件を満たす者が１０者に満た

ない場合は、本試行は実施せず、要件を満たす全ての競争参加者に対して技術提

案書の提出要請を行う。

なお、技術提案以外の項目の加算点満点の５０％未満の者は、技術提案書の提出

要請は行わず、その後の本工事への参加は認めない。

3 総合評価落札方式に関する事項

(1) 評価項目及び評価の着目点

本工事の総合評価における評価項目及び評価の着目点は、次のとおりとする。

なお、二段階選抜方式に係る１次選抜における加算点の算出においては、2)１．

及び3)の項目について、評価点を評価基準に従って与え、各項目の評価点の合計点

の最大の者に２０点、その他の者は按分し加算点を算出する。

1)技術提案評価

1.鋼橋の製作時における品質向上を考慮した技術提案

2.鋼橋の防食性向上を考慮した技術提案

上記 1. 2. に関する技術提案について評価する。

2)技術者評価

1.配置予定技術者の評価

・ＣＰＤ（継続教育）、同種の施工経験、施工経験の工事成績、優良技術者表

彰について評価する。

2.ヒアリング

・技術者の専門技術力、当該工事の理解度・取り組み体制、技術者のコミュニ

ケーション力について評価する。

3)企業評価

1.基本企業評価

イ．施工実績の評価

・工事成績、工事に係る表彰について評価する。

ロ．地域精通度・地域貢献度・社会性の評価

・近隣地域の施工実績、地域貢献に係る表彰等、事故及び不誠実な行為

をした実績について評価する。

2.その他企業評価

四国管内の製作工場の有無について評価する。
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4)施工体制評価

1.品質確保の実効性

・工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に

記載された要求要件を確実に実現できると認められるか評価する。

2.施工体制確保の確実性

・工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保され

ていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に

記載された要求要件を確実に実現できると認められるか評価する。

(2) 落札者の決定方法

1)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

2)標準点

・1)の要件を満たす入札を行ったものに対して、要求要件を実現できると認めら

れる技術提案については、１００点の標準点を与える。

3)加算点及び施工体制評価点

・(1)1)1.、2.については、技術提案をそれぞれ総合的にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅで

評価し、Ａを20点、Ｂを15点、Ｃを10点、Ｄを5点、Ｅを0点として加算点を与

える。

・(1)2)及び3)については、各項目の評価点の合計点の最大の者に20点、その他

のものは按分して加算点を与える。

・(1)4)については、1.及び2.について、それぞれ総合的に優・良・可で評価し、

優を15点、良を5点、可を0点、とし施工体制評価点を与える。

各評価項目の評価基準、評価点等詳細については、入札説明書による。

4)上記により得られる標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を入札価格で除し

た数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者

となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結するこ

とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認

められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件

を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすること

がある。

5)評価値、基準評価値について

評価値は、基準評価値を下回らないこと。なお、基準評価値とは以下のとおり

とする。評価値及び基準評価値の計算において予定価格と入札価格の単位は億円

とし、求められる値（評価値、基準評価値）は小数点第４位（５位切り捨て）と

する。

基準評価値＝１００点（標準点）÷予定価格（単位：億円）
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6)評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決

定する。

(3) 技術提案に基づく施工

実際の施工に際しては、事前に提出した技術提案に基づき同等以上の施工を行う

ものとする。

4 入札手続等

(1) 担当部局

〒760-8554 香川県高松市サンポート3-33 四国地方整備局 総務部 契約課

契約係長 細木 富夫 電話087-851-8061(内線2526)

(2) 入札説明書の交付期間及び方法

平成２２年１１月５日から平成２３年１月２７日まで、入札説明書等ダウンロー

ドシステムにより配布する。

入札説明書等ダウンロードシステムのアドレスは次のとおりである。

http://e2odw.e-bisc.go.jp/CALS/Accepter/

(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法

配置予定技術者の工事経験等及び企業の施工実績等に係る申請書及び資料は、平

成２２年１１月６日から平成２２年１１月１５日までの午前９時から午後５時まで

(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に電子入札システムにより、提出すること。た

だし、発注者の承諾を得た場合は平成２２年１１月６日から平成２２年１１月１５

日までの午前９時から午後５時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に上記４(1)

に直接持参すること。

(4) 技術提案書の要請の有無

(3)により提出したすべての参加者に対して、平成２２年１１月３０日までに、

技術提案書の提出要請の有無を通知する。技術提案書を要請された者は、通知の翌

日から平成２２年１２月１５日までの午前９時から午後５時まで(土曜日、日曜日

及び祝日を除く。)に上記４(1)に持参又は郵送（書留郵便に限る。期限内必着。）

すること。

(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

入札書は、平成２３年１月２７日午後２時までに、電子入札システムにより、提

出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札による場合は平成２３年１月２７

日午後２時までに四国地方整備局契約課に持参すること。（郵送による提出は認め

ない。）

開札は、平成２３年１月２８日午前１０時 四国地方整備局入札室にて行う。
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5 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

1) 入札保証金 免除

2) 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行高松支店）。ただし、利付国

債の提供（保管有価証券の取扱店 日本銀行高松支店）又は金融機関若しくは

保証事業会社の保証（取扱官庁 四国地方整備局）をもって契約保証金の納付

に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は

履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

(3) 本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払いを選択した場合には、短い

間隔で出来高に応じた部分払いや設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を

採用する。

(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす

る。

(5) 契約締結後の技術提案 工事請負契約締結後、請負者は設計図書に定める工事目

的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする

施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案

を適正と認めた場合には、契約変更を行うものとする。詳細は特記仕様書による(契

約締結後に施工方法等の提案を受け付けるＶＥ方式。)。

(6) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者の

専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状

況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認めら

れない。

(7) 専任の配置予定技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格

を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の

要件を満たす技術者の配置を求めることがある。

(8) 契約書作成の要否 要。

(9) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と

の随意契約により締結する予定の有無 無。

(10) 技術提案の採否 技術提案の採否は競争参加資格の確認の通知と併せて通知す

る。ただし、「２．競争参加資格」の（５）以外の理由で「２．競争参加資格」
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を満たしていない場合は、技術提案の採否について通知しない。

(11) 技術提案等のヒアリングを行う。

(12) 施工体制の確認についてヒアリング等を実施すると共に、ヒアリングに際して

追加資料の提出を求める事がある。

(13) 契約予定者の活動状況等の把握

競争参加資格に地域要件を設定している工事について、支店又は営業所が要件

を満たして入札参加し、落札者となった場合、発注者が指示する資料を契約締結

までに提出すること。なお、資料の提出がない場合は工事成績を減点する場合が

ある。

(14) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(1)に同じ。

(15) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記２(2)に掲げる一般競争

参加資格の認定を受けていない者も上記４(3)により申請書及び資料を提出するこ

とができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を

受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(16) 詳細は入札説明書による。


